
○平成 ８ 年 ４ 月：「らい予防法の廃止に関する法律」施行
○平成１３年 ５ 月：ハンセン病国家賠償請求訴訟で国が敗訴（熊本地裁判決）

・平成10年に「らい予防法」に基づく隔離政策に対して元患者らが提訴
：内閣総理大臣談話発表
・熊本地裁判決に控訴せず、新たな補償の立法措置や退所者給与金等の実現に努める旨を閣議決定

６ 月：「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」（議員立法）が成立、施行
○平成１４年 ４ 月：ハンセン病療養所退所者給与金制度を開始（予算事業）

・補償法にある「福祉増進のための措置」として省令で退所者給与金について規定し、予算事業として実施
○平成１７年 ４ 月：ハンセン病療養所非入所者給与金制度を開始（予算事業）

・補償法にある「福祉増進のための措置」として省令で非入所者給与金について規定し、予算事業として実施
○平成２０年 ６ 月：「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」（議員立法）が成立、施行

・予算事業であった退所者給与金、非入所者給与金制度を法律上明確化
○平成２６年１１月：「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律」（議員立法）が成立（平成２７年１０月施行）

・退所者給与金受給者の遺族への経済的支援制度の創設
○令和元年 ６ 月：ハンセン病元患者の家族による国家賠償請求訴訟で国が敗訴（熊本地裁判決）

・平成28年に「らい予防法」に基づく隔離政策に対して元患者の家族らが提訴
○令和元年 ７ 月：内閣総理大臣談話発表

・熊本地裁判決に控訴せず、新たな補償の措置や普及啓発活動の強化に取り組む旨を閣議決定
○令和元年 １１月：「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」（議員立法）が成立、施行

「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律」（議員立法）が成立、施行
・名誉の回復等の対象に家族を追加

ハンセン病問題についてのこれまでの動き

内閣総理大臣談話に基づき設置された「ハンセン病問題対策協議会」（座長：厚生労働副大臣）において、統一交渉団（元患者の代表及び弁護団）と検討を重ね、合
意された事項に関する施策を実施している
１． 謝罪・名誉回復措置
・ハンセン病問題に関するシンポジウムの開催
・全国の中学校などにパンフレット「ハンセン病の向こう側」の配布
・国立ハンセン病資料館、重監房資料館の運営
・「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」式典
・国立ハンセン病資料館収蔵庫の増設

２． 社会復帰・社会生活支援
・国立ハンセン病療養所等を退所した方に対する給与金の支給 （月額１７．６万円～、支給対象者９０６人（令和４年４月１日現在））
・非入所者に対する給与金の支給（課税者：月額５．０万円（基準額）、非課税者：月額６．７万円、支給対象者７６名（令和４年４月１日現在））
・ハンセン病療養所退所者給与金の受給者の遺族に対して、支援金を支給（月額１２．８万円）、支給対象者１１３名（令和４年４月１日現在））
・沖縄県におけるハンセン病在宅患者等に対する外来診療の支援等
・ハンセン病元患者家族への相談支援等

３． 在園保障
・国立及び私立ハンセン病療養所において、入所者に対する必要な療養を実施

ハンセン病問題対策に関する主な施策

ハンセン病問題対策について
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【概要】
ハンセン病患者であった方々などの福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお存在
する問題の解決の促進に関し、基本理念等を定めるとともに、ハンセン病問題の解決の
促進に関し必要な事項を定めるもの。
（平成２０年６月成立 平成２１年４月施行 平成２６年１１月一部改正 ※議員立法）

【主な内容】

１．国立ハンセン病療養所等の
在園・生活水準の保障

・国立ハンセン病療養所等における療養の確保
・国立ハンセン病療養所への再入所・新規入所の保障
・国立ハンセン病療養所における生活の保障

①意思に反する退所、転所の禁止
②医療・介護体制の整備
③地域開放

２．社会復帰・社会生活支援

３．名誉回復・死没者の追悼

・国立ハンセン病療養所等を退所した方等に対する給与
金・支援金の支給、相談・情報提供など

・ハンセン病資料館の設置、歴史的建造物の保存等ハンセ
ン病に関する正しい知識の普及啓発
・死没者の追悼など

※本法の施行に伴い「らい予防法の廃止に関する法律（平成８年法律第２８号）」は廃止となった。

「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」について
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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 概要
施行日：令和元年11月22日

・ 国の隔離政策により、元患者のみならず、元患者家族等も、偏見と差別の中で、元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難に
なる等、⾧年多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、問題の重大性が認識されず、国会・政府において取組がなされてこなかった。
・ 国会・政府は、その悲惨な事実を深刻に受け止め、深くおわびするとともに、偏見と差別を国民と共に根絶する決意を新たにする。
・ 国会・政府が責任をもってこの問題に対応していく立場にあることを深く自覚し、元患者家族がこれまでに被った精神的苦痛を慰謝するとと
もに、元患者家族等の名誉の回復及び福祉の増進を図るため、この法律を制定。

１ .前文

平成８年３月31日まで（らい予防法が廃止されるまで）の間にハンセン病の発病歴のある者（元患者）と次の親族関係にあった者であって、施
行日に生存しているもの

※ 元患者・対象者について、元患者の発病から平成８年３月31日までの間の本邦での居住歴が必要（戦前の台湾、朝鮮等も「本邦」と同様の取
扱い）。対象者は、その間に元患者と上記の親族関係を有していたことが必要。

２ .対象者（ハンセン病元患者家族）

（１） 補償金の支給
国は、第２①～⑦に列記された親族関係の類型毎に、次の額の補償金を支給。（非課税）

※ 対象者の家族の中に複数名の元患者がいる場合や同一事由について損害賠償等を受けた場合等は、補償金の支給について調整。
（２） 権利の認定
① 補償金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行う（請求期限は令和11年11月21日まで） 。
② 厚生労働大臣は、対象者であることが明らかな場合を除き、認定審査会の審査を求め、厚生労働大臣は、その審査結果に基づき認定。

（３） 支給手続等についての周知、相談支援等の実施

３ .補償金の支給

元患者家族等の名誉の回復・福祉の増進につき、国に努力義務を課す。
４ .名誉の回復等

① 配偶者（事実婚を含む。）
② １親等の血族
③ １親等の姻族、事実婚配偶者の１親等の血族及び１親等の
血族の事実婚配偶者であって、元患者と同居していたもの

④ ２親等の血族（兄弟姉妹に限る。）
⑤ ２親等の血族（兄弟姉妹を除く。）であって、元患者と同居してい
たもの
⑥ ２親等の姻族、事実婚配偶者の２親等の血族及び２親等の血族の事
実婚配偶者であって、元患者と同居していたもの
⑦ ３親等の血族であって、元患者と同居していたもの

①～③:１８０万円 ④～⑦:１３０万円
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○ 「重監房」とは、正式名称を「特別病室」と
いい、群馬県草津町にある国立療養所栗生楽泉園
の敷地内にかつてあった、ハンセン病患者を対象
とした懲罰用の建物である。
○ 重監房資料館は、重監房（特別病室）を負の
遺産として後世に伝え、ハンセン病を巡る差別と
偏見の解消を目指す普及啓発の拠点として、平成
26年４月30日に開館。展示室には、重監房の一
部を実寸大で再現したスペースがあり、再現映像
や証言や記録をパネルに展示している。

重監房資料館

○ 平成５年に、東京都東村山市の国立ハンセン
病療養所多摩全生園の隣に、高松宮記念ハンセン
病資料館が開館。（平成１９年４月に国立ハンセ
ン病資料館となった。）
○ ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発に
よる偏見・差別の解消及び患者・元患者の名誉回
復を図ることを目的として、日本のハンセン病を
めぐる歴史や療養所内での患者の過酷な生活等を
展示。
○ また、資料館では、元患者が来館者に直接自
分の体験を語りかけるイベント等を実施。

国立ハンセン病資料館
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国立ハンセン資料館の概要



○ 小中学校・高校・大学、自治体、教育

委員会等を主な派遣先とし、出張講座
を実施。

国立ハンセン病資料館の学芸員による
出張講座

○ ハンセン病に対する偏見差別の解

消に向け、啓発用パンフレット「ハ
ンセン病の向こう側」は平成15年度
から作成し、全国の中学生へ配布し
ている。

全国の中学生へ啓発用パンフレットを配布
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偏見・差別の解消に向けた普及啓発の取り組み


